
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
六
条
の
四

児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
の
施
設
外

で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
児

童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き

は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の

（
新
設
）

２

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児

童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及

び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ

後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席

を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し

て
こ
れ
と
同
程
度
に
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ

が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）を
日
常

的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー

そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る

装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所

在
の
確
認
（
児
童
の
降
車
の
際
に
限
る
。）を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四

年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
。
附
則
に
お
い
て
「
指
定
通
所
支
援
基
準
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
四
十
条
の
三

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、

障
害
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め

の
移
動
そ
の
他
の
障
害
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動

車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降

車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確

実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障

害
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
送

迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ

と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に

備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し

な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ

と
同
程
度
に
障
害
児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）を
日
常
的
に

運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
十
二
第

三
項
、
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
。
附
則
に
お
い

て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。





他
の
車
内
の
障
害
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装

置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在

の
確
認
（
障
害
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。）を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四

年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
。
附
則
に
お
い
て
「
指
定
入
所
施
設
基
準
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
三
十
七
条
の
三

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

は
、
障
害
児
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た

め
の
移
動
そ
の
他
の
障
害
児
の
移
動
の
た
め
に
自

動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び

降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を

確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、

障
害
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
。
附

則
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
七
条
の
三

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳

幼
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の

移
動
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
移
動
の
た
め
に
自

動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
利
用
乳
幼
児
の
乗
車

及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児

の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

に
よ
り
、
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
所
を
除
く
。）は
、
利
用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的

と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の

座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ

た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の

そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度

に
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）を
日
常
的
に
運
行

す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の

車
内
の
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装

置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在

の
確
認
（
利
用
乳
幼
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。）を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
六
条
の
三

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、

利
用
者
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め

の
移
動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動

車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降

車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
利
用
者
の
所
在
を
確

実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利

用
者
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
附
則
第
五
条
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
表
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
運
営
基
準
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場
合

で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
同
項
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。）を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ

る
と
き
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

第
二
条
の
表
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
通
所
支
援
基
準
第
四
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
お
い
て
障
害
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場
合

で
あ
っ
て
、当
該
自
動
車
に
同
項
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
障
害
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。）を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ

る
と
き
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
障
害
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、

ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
障
害
児
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
第
四
条

第
四
条
の
表
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
お
い
て
利
用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
同
項
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る

装
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。）を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
家
庭
的
保
育
事
業

者
等
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
利
用
乳
幼
児
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
の
表
改
正
後
欄
の
指
定
通
所
支
援
基
準
第
一
条
第
十
号
中
「
第
四
十
条
の
二
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五

十
四
条
の
九
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
、
第

七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
第
四
十
条
の
二
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、

第
六
十
四
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第
六
十
四

条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第
六
十
四
条
、
第
七

十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
欄
の
指
定

通
所
支
援
基
準
第
七
十
一
条
の
十
四
中
「
第
四
十
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
欄

の
指
定
通
所
支
援
基
準
第
七
十
九
条
中
「
第
四
十
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
表
改
正
後
欄
の
指
定
入
所
施
設
基
準
第
一
条
第
三
号
中
「
第
三
十
七
条
の
二
（
第
五
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
の
下
に
「
、
第
三
十
七
条
の
三
（
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
る
。

第
五
条
の
表
改
正
後
欄
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
第
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第

七
条
の
三
」
を
加
え
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
改
正
前
欄
の
設
備
運
営
基
準
第
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
七
十
二
条
第
一
号
」
を
「
、
第
七
十

二
条
第
一
号
」
に
、「
並
び
に
附
則
第
九
十
四
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
附
則
第
九
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表

改
正
後
欄
の
設
備
運
営
基
準
第
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
七
十
二
条
第
一
号
」
を
「
並
び
に
第
七
十
二
条
第
一

号
」
に
改
め
、「
並
び
に
附
則
第
九
十
四
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
条
の
三
」
の
下
に
「
、
第
六

条
の
四
」
を
加
え
、
同
欄
の
設
備
運
営
基
準
第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。




